
51 自動車税環境性能割

自動車と税金
自動車税環境性能割

 自動車の通常の取得価額とは
自動車の取引価額などをいいます。なお、取得価額が50万円以下の場合は課税されません。

 所有権留保付売買契約の場合は
割賦販売などで売主がその自動車の所有権を留保している場合には、使用者である買主が自動車の

取得者とみなされて課税されます。

 納税義務の免除
自動車の性能が良好でない、車体の塗色等が契約の内容と異なることを理由として、登録（取得）

の日から1か月以内に購入先に返還（移転登録）したときは、申請により、既に納めた税金を還付します。

 自動車税環境性能割の減免は
一定の要件を満たす場合は、申請により減免が受けられます。

詳しくは、東京都主税局ホームページをご覧ください。
なお、申請期限は、登録（取得）の日から1か月以内です。
減免上限額は、課税標準額300万円相当分に税率を乗じて得

た額です。

自動車を取得したときに課税されます。

納める方
自動車を取得した方（個人・法人は問いません。）

納める額

自動車の通常の取得価額（課税標準額）× 税　率

　 　	      　　

 （注1）�新車・中古車は問いません。
 （注2）環境性能（燃費性能）に応じて税率が決まります。詳しくは52ページをご覧ください。

納める時期と方法
新規登録や移転登録などの登録の際に、東京運輸支局又は自動車検査登録事務所の構内にある自動
車税事務所に申告して納めます。

自家用自動車

車　　種 税　率

非 課 税・1 %・2 %・3 %

営業用自動車 非課税・0 .5%・1%・2%

　自動車にかかる税金には、都税である自動車税環境性能割・自動車税種別割のほか、車検時や車両番号の
指定を受けるときにかかる自動車重量税（国税）、軽自動車に対してかかる軽自動車税環境性能割・軽自動
車税種別割（ともに区市町村税）などがあります。

■自動車重量税 については、東京運輸支局、自動車検査登録事務所等（71ページ参照）
■軽自動車税種別割 については、区・市役所、町村役場（101ページ参照）へお問い合わせください。

自動車にかかる税金
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 自動車税環境性能割の税率表

（注1）この表は乗用車の税率表です。バス・トラックの税率表については、東京都主税局のホームページをご覧ください。
（注2）新車・中古車は問いません。
（注3）�令和12年度基準エネルギー消費効率、令和４年度基準エネルギー消費効率及び令和２年度基準エネルギー消費効率を算定して

いない自動車であって、ガソリンを燃料とする乗用車のうち、平成22年度基準エネルギー消費効率を算定している自動車につ
いては、以下のとおり読み替えます。

　また、令和12年度基準エネルギー消費効率を算定していない自動車であって、ガソリン・LPG・軽油を燃料とする乗用車のうち、令
和２年度基準エネルギー消費効率及び平成27年度基準エネルギー消費効率を算定している自動車については、以下のとおり読み替えま
す。

（注4）「平成32年度燃費基準」は「令和２年度燃費基準」と同様の扱いです。

車　　　種
税率（R6.1.1 から
R7.3.31 まで）

税率（R7.4.1 から
R8.3.31 まで）

自家用 営業用 自家用 営業用
①電気自動車（燃料電池自動車を含む。）

非課税 非課税②プラグインハイブリッド自動車
③天然ガス自動車
（平成30年排出ガス基準適合又は平成21年排出ガス基準NOx10％低減）
④ガソリン自動車及び⑤LPG自動車
平成30年排出ガス基準50％低減又は平成17年排出ガス基準75％低減、かつ令和2年度燃費基準達成

かつ令和12年度燃費基準95％達成
非課税

非課税
かつ令和12年度燃費基準90％達成

1％
非課税

かつ令和12年度燃費基準85％達成
0.5％

かつ令和12年度燃費基準80％達成 1％ 非課税
2％

かつ令和12年度燃費基準75％達成
2％ 0.5％ 1％

かつ令和12年度燃費基準70％達成
3％かつ令和12年度燃費基準60％達成

3％
1％

2％
上記以外 2％

⑥ディーゼル自動車
平成30年排出ガス基準適合又は平成21年排出ガス基準適合、かつ令和2年度燃費基準達成

かつ令和12年度燃費基準95％達成
非課税

非課税
かつ令和12年度燃費基準90％達成

1％
非課税

かつ令和12年度燃費基準85％達成
0.5％

かつ令和12年度燃費基準80％達成 1％ 非課税
2％

かつ令和12年度燃費基準75％達成
2％ 0.5％ 1％

かつ令和12年度燃費基準70％達成
3％かつ令和12年度燃費基準60％達成

3％
1％

2％
上記以外 2％

読み替え前 読み替え後
令和12年度燃費基準85％達成 令和2年度燃費基準123％達成
令和12年度燃費基準80％達成 令和2年度燃費基準116％達成
令和12年度燃費基準70％達成 令和2年度燃費基準102％達成
令和12年度燃費基準60％達成 令和2年度燃費基準87達成

読み替え前 読み替え後
令和12年度燃費基準85％達成 平成22年度燃費基準＋84％達成
令和12年度燃費基準80％達成 平成22年度燃費基準＋73％達成
令和12年度燃費基準70％達成 平成22年度燃費基準＋51％達成
令和12年度燃費基準60％達成 平成22年度燃費基準＋30％達成
令和2年度燃費基準達成 平成22年度燃費基準＋50％達成
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 軽自動車の通常の取得価額とは
軽自動車の取引価額などをいいます。なお、取得価額が50万円以下の場合は課税されません。

 所有権留保付売買契約の場合は
割賦販売などで売主がその軽自動車の所有権を留保している場合には、使用者である買主が軽自動

車の取得者とみなされて課税されます。

 納税義務の免除
軽自動車の性能が良好でない、車体の塗色等が契約の内容と異なることを理由として、登録（取得）

の日から1か月以内に購入先に返還（移転登録）したときは、申請により、既に納めた税金を還付します。

 軽自動車税環境性能割の減免は
一定の要件を満たす場合は、申請により減免が受けられます。詳しくは、東京都主税局ホームページ

をご覧ください。
なお、申請期限は、登録（取得）の日から1か月以内です。
減免上限額は、課税標準額300万円相当分に税率を乗じて得た額です。

　軽自動車税環境性能割（区市町村税）
軽自動車を取得したときに課税されます。
（注）軽自動車税環境性能割は区市町村税ですが、当分の間は都道府県が課税及び徴収を行います。

納める方
三輪以上の軽自動車（特殊自動車を除く。）を取得した方（個人・法人は問いません。）

納める額

軽自動車の通常の取得価額（課税標準額）× 税　率

　 　	      　　

 （注1）�新車・中古車は問いません。
 （注2）環境性能（燃費性能）に応じて税率が決まります。詳しくは54ページをご覧ください。

納める時期と方法
新規検査や使用・移転などの届出の際に、軽自動車検査協会の構内にある全国軽自動車協会で納め

ます。

自家用軽自動車

車　　種 税　率

非 課 税・1 %・2 %

営業用軽自動車 非課税・0.5%・1%・2%
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軽自動車税環境性能割（区市町村税）

 軽自動車税環境性能割の税率表

（注1）新車・中古車は問いません。
（注2）�令和12年度基準エネルギー消費効率、令和４年度基準エネルギー消費効率及び令和２年度基準エネルギー消費効率を算定して

いない軽自動車であって、ガソリンを燃料とする乗用車のうち、平成22年度基準エネルギー消費効率を算定している軽自動車
については、以下のとおり読み替えます。

　また、令和12年度基準エネルギー消費効率を算定していない軽自動車であって、ガソリンを燃料とする乗用車のうち、令和2年度基
準エネルギー消費効率及び平成27年度基準エネルギー消費効率を算定している軽自動車については、以下のとおり読み替えます。

（注3）「平成32年度燃費基準」は「令和2年度燃費基準」と同様の扱いです。

車　　　種
税率（R6.1.1 から
R7.3.31 まで）

税率（R7.4.1 から
R8.3.31 まで）

自家用 営業用 自家用 営業用
①電気軽自動車（燃料電池軽自動車を含む。）

非課税 非課税②天然ガス軽自動車
（平成30年排出ガス基準適合又は平成21年排出ガス基準NOx10％低減）
③ガソリン自動車
平成30年排出ガス基準50％低減又は平成17年排出ガス基準75％低減、かつ令和2年度燃費基準達成

かつ令和12年度燃費基準80％達成 非課税 非課税
かつ令和12年度燃費基準75％達成

1％ 0.5％
1％ 0.5％

かつ令和12年度燃費基準70％達成
2％

1％
かつ令和12年度燃費基準60％達成

2％
1％

2％
上記以外 2％

読み替え前 読み替え後
令和12年度燃費基準80％達成 平成22年度燃費基準＋73％達成
令和12年度燃費基準70％達成 平成22年度燃費基準＋51％達成
令和12年度燃費基準60％達成 平成22年度燃費基準＋30％達成
令和2年度燃費基準達成 平成22年度燃費基準＋50％達成

読み替え前 読み替え後
令和12年度燃費基準80％達成 令和2年度燃費基準116％達成
令和12年度燃費基準70％達成 令和2年度燃費基準102％達成
令和12年度燃費基準60％達成 令和2年度燃費基準87％達成



55

自動車税種別割
自動車を所有している方に課税される道府県税です。

 年度の途中で自動車の新規登録などがあった場合は
自動車の新規登録や廃車などの場合には、下表のとおり課税されます。

登録の月の翌月から年度末までの分を月割
計算で課税

4月から消滅（抹消登録）の月までの月数に
よる課税

東京都内の異動

都道府県間
（東京都←→他道府県）
の異動＊2

登録の状況

所有者の変更、
転入・転出

廃　　　車

新 規 登 録

課税の取扱い

「4月1日現在の所有者」に、1年分を課税

＊1  
 

56 ページの年額 × 課税される月数
12

＝ 税額
（100円未満切捨て）

　　  新規登録の場合は、自動車税事務所の窓口で、直接納めます。
＊2　�都道府県間（東京都←→他道府県）での転出入については、4月1日現在の登録地の都道府県が1年分を課税します。
　

 名義変更、廃車の申告は
自動車を譲り受けたり、廃車にした場合などは、東京運輸支局又は自動車検査登録事務所にその旨

を登録し、自動車税事務所に申告してください。
これらの登録・申告をしないと、前の所有者に引き続き課税されることがありますので、ご注意ください。

 所有権留保付売買契約の場合は
割賦販売などで売主がその自動車の所有権を留保している場合には、使用者である買主が自動車の所

有者とみなされて課税されます。

 自動車税種別割の減免は
一定の要件を満たす場合は、申請により減免が受けられます。詳しくは、83ページをご覧ください。
なお、申請期限は、既に所有している自動車に対する課税の場合は納期限まで、新たに購入した自

動車に対する課税の場合は登録（取得）の日から1か月以内です。
減免上限額は45,000円です。ただし、新規登録の場合は、登録の月の翌月から年度末までの月数

による45,000円の月割額が減免上限額です。

納める方
4月1日現在、自動車の所有者として自動車検査証（車検証）に登録されている方

納める額
56ページの税率表をご覧ください。
なお、令和元年10月1日以降に初回新規登録を受けた自家用乗用車は、恒久的に自動車税種別割
が引き下げられます。　

納める時期と方法
5月に都税総合事務センターから送付する納税通知書で、納期限までに納めます。
納付方法について、詳しくは75〜77ページをご覧ください。

自動車税種別割




